
発 議 提 出 案 件

番 号 件 名

発議第３号 陸前高田市議会委員会条例の一部を改正する条例

発議第４号 貝毒の発生における原因究明と対策に係る意見書の提出について



１

発議第３号

陸前高田市議会委員会条例の一部を改正する条例

陸前高田市議会委員会条例（昭和３４年条例第１２号）の一部を改正する条例を別

紙のとおり制定するため、地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１１２条及び陸

前高田市議会会議規則（昭和４５年議会告示第１号）第１４条第２項の規定により提

出する。

令和５年６月２９日提出

提出者 陸前高田市議会議会運営委員会

委員長 菅 野 広 紀

提案理由

議員定数の削減に伴い、所要の改正をしようとして提案するものである。



２

陸前高田市議会委員会条例の一部を改正する条例

陸前高田市議会委員会条例（昭和３４年条例第１２号）の一部を次のように改正す

る。

附 則

この条例は、次の一般選挙により選挙された議員の任期の最初の日から施行する。

改 正 前 改 正 後

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員

定数及びその所管）

第２条 ヽヽヽ（略）

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。

（常任委員の所属、常任委員会の名称、委員

定数及びその所管）

第２条 ヽヽヽ（略）

２ 常任委員会の名称、委員の定数及び所管

は、次のとおりとする。

備考 改正部分は、下線の部分である。

名 称 定数 所管事項

総 務

常任委員会
６ ～（略）～

教育民生

常任委員会
６ ～（略）～

産業建設

常任委員会
６ ～（略）～

名 称 定数 所管事項

総 務

常任委員会
５又は６ ～（略）～

教育民生

常任委員会
５又は６ ～（略）～

産業建設

常任委員会
５又は６ ～（略）～


